
「外国人のための楽しくて役に立つ日本語」が、川崎市国際交流センターでいよいよ始まります！ 

・レベルごとの、少人数によるグループレッスンです。 

・日本語の勉強だけでなく、日本文化や川崎市内の名所見学などの行事もあります。 

★午前コース 毎週 火曜日・金曜日 １０：００～１２：００  ＊託児があります。（１歳以上。無料） 

      １学期：４月２７日（火曜日）～７月１３日（火曜日）     １１，０００円（全２２回） 

      ２学期：９月１７日（金曜日）～１２月３日（金曜日）     １１，０００円（全２２回） 

      ３学期：２０１１年１月１１日（火曜日）～３月１１日（金曜日） ８，５００円（全１７回） 

    ★夜間コース 毎週 水曜日 １８：３０～２０：３０   ＊託児はありません。 

      １学期：４月１４日～７月１４日     ６，０００円（全１２回） 

２学期：９月１日～１２月１５日     ７，５００円（全１５回） 

３学期：２０１１年１月１２日～３月９日 ４，５００円（全９回） 

  ・ひらがな、カタカナが読める人には、レベルチェックのテストを行います。 

・初級では協会のにほんごボランティアが作った『日本語１６０時間』上・下巻（各１２００円）を使います。 

・受講料のほかにテキスト代が必要になります。  ☆注意：いただいた受講料の払い戻しはいたしません。 

【問い合わせ】 川崎市国際センター TEL.044-435-7000  E-mail：kiankawasaki@kian.or.jp 

 

２０１０年５月号                                    日本語版 

 

 

 

 

英語，中国語，韓国・朝鮮語，スペイン語,ポルトガル語,タガログ語,やさしい日本語. 

協会ＨＰ（http://www.kian.or.jp/hlkwsk.html）に掲載しています。 

(財)川崎市国際交流協会 〒211-0033 神奈川県川崎市中原区木月祗園町 2－2 ℡044-435-7000 Fax044-435-7010 

http://www.kian.or.jp/kic/    E-mail： ｋiankawasaki@kian.or.jp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊ごみの出し方 （川崎市はごみの種類を、次の４種類に分けています。）＊＊＊＊＊ 

・普通ごみ・・・・    生ごみ、木、紙くずなど 

・資源物 ・・・・     空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池など 

・粗大ごみ（有料）・・・カセットコンロ・照明器具・いす・テーブル・スーツケース・自転車・本棚など 

・小物金属・・・・    ３０センチより小さい金属製品、かさ、針金ハンガーなど 

・川崎市では、普通ごみは週３回、資源ごみは週１回集めています。粗大ごみは電話で申し込み、処理手数料を払ってから

出します。（２００円から１０００円で、大きさや材質によって決まります。）  

・夜間にごみは出さず、収集日の朝８時までに、決められた場所に、中身の見える透明か半透明の袋に入れて出してください。

・地域によって収集日が違いますので、詳しくは「川崎市ごみと資源物の分け方・出し方」を参照してください。各区役所、  

交流センターなどに置いてあります。またホームページをごらんください。 

・環境局 http://www.city.kawasaki.jp/30/30genryo/home/menu.htm  

6 言語（英語、中国語、韓国・朝鮮語、タガログ語、スペイン語、ポルトガル語）、やさしい日本語が掲載されています。 

・川崎市 http://www.city.kawasaki.jp/index_e.htm 

川崎市国際交流センターで、あなたも料理に挑戦！ 

          世界の料理を作って話そう！ ✿✿ マグレブ料理編 ✿✿ 
 マグレブ料理というのはモロッコ、アルジェリア、チュニジアなどの地中海沿岸諸国のお料理のことを表わします。 

今回はこのマグレブ料理を一緒に作って、食べながら、講師の先生から「アルジェリア」の国の楽しいお話を伺います。 

 

  【日 時】 ６月５日（土）１１：００から１４：３０まで 

  【場 所】 川崎市国際交流センター （東急東横線・目黒線元住吉駅下車 西口より徒歩１０分） 

  【講 師】  城戸 ザイラ（アルジェリア出身） 

  【参加費】 １５００円（当日支払い）【定員】２０名（定員を超えた場合は抽選）【対象】中学生以上 

  【申込み】  ４月２０日（火）～ ５月１９日（水） 往復はがきで（１枚のはがきで２名まで申し込み可） 

① 講座名 ②参加者の氏名 ③住所 ④電話を記入  ※５月１９日（水）消印有効  

宛先：〒211-0033 神奈川県川崎市中原区木月祗園町２－２（財）川崎市国際交流協会 宛 

http://www.kian.or.jp/hlkwsk.html
http://www.kian.or.jp/kic/
http://www.city.kawasaki.jp/30/30genryo/home/menu.htm
http://www.city.kawasaki.jp/index_e.htm


無料  「外国人のための 市営住宅申込書の書き方」についての説明会  

申込書の書き方がわからないなど、疑問点をわかりやすく説明します！お気軽にご参加ください！ 
 

【日時】  ５月３０日(日) 午後１時３０分～４時 
【場所】  川崎市国際交流センター ２階研修室 
【持ち物】 前年度の年間収入額がわかるもの(源泉徴収書など) 
【定員】  ２０名 (５月１８日まで電話で予約してください。ＴＥＬ044-435-7000) 

修学奨励金支給事業についてのお知らせ 
 

川崎市国際交流センターの外国人相談 
 
・相談業務日程 (１０：００～１２：００  １３：００～１６：００）   電話 ０４４－４３５－７０００ 

           ホームページ http：//www.kian.or.jp/  E-mail：kiankawasaki@kian.or.jp 

言語 曜日 言語 曜日 

英語  月曜日～土曜日  中国語 火曜日・水曜日・金曜日 

ポルトガル語 火曜日・金曜日  スペイン語 火曜日・水曜日 

韓国・朝鮮語 火曜日・木曜日 タガログ語 火曜日・水曜日 
 

＊日本語での相談も受け付けております。お気軽にご相談ください。 
 

・川崎区役所 無料外国人相談(面談)             ・麻生区役所 無料外国人相談(面談)  

 

言語 曜日 時間 

英語 第１、第３木曜日 １４：００～１６：３０ 

中国語 第１、第３火曜日 １４：００～１６：３０ 

タガログ語 第１、第３水曜日 ９：３０～１２：００ 
 
＊行政書士無料相談会    場所：センター２階 協会会議室 ５月 １６日（日） 午後２時～４時 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川崎市国際交流協会では、川崎市内の大学などに在学し、市内に居住している外国人留学生に修学奨励金を支

給しています。支給を受けられる学生は次の要件が必要で、学校からの推薦によります。 

【資格】 ①「留学」による滞在資格であること  ②外国人登録法により市内に居住していること 

③市内の大学、高等専門学校、専修学校の専門課程に在学していること 

④国費外国人留学生でないこと  ⑤学業等が優秀で、在学している学校から推薦が得られること 

⑥地域の国際化、国際交流活動に参加、協力できる方 

【支給金額】  月額 1 万円で 1 年間（年間２回支給）     支給者数 予定 ４８名  

【申込方法】  学校を通じて申し込んでください。詳しくは所属学校に問合わせてください。 

子ども手当て制度 
 

子ども手当ては、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するために、中学校終了までの子どもひ

とりにつき月額１３，０００円を親等に支給する制度です。 

●対象となる子ども    １５歳到達後最初の３月３１日までの間にある子ども 

●手続き方法        ①３月３１日までの児童手当を受給していた場合 

                  児童手当の支給児童は手続きの必要なし。但し中学校２年生と３年生については、４月

以降に送付されてくる「額改定認定請求書」の提出が必要。 

                 ②児童手当未受給者及び中学校終了前までの子どもがいる場合 

                   ４月以降に送付されてくる「認定請求書」を提出する。 

平成２２年３月３１日時点で子ども手当対象の子どもがいる場合、平成２２年９月３０日（消印有効）までに申請した場

合は、平成２２年４月分からさかのぼって支給されます。平成２２年１０月１日以降受付分については、申請月の翌月

分からの支給となりますので早めに申請してください。 

ただし、４月以降川崎市に転入された方、出産された方は、申請月の翌月からの支給となります。 

各区役所、支所、出張所の「子ども手当課」（新設）に申請してください。 

【問合せ】：川崎市子ども手当コールセンター０４４－９５１－５０５１（日本語のみ）ＡＭ８：００～ＰＭ６：００土日祝日休 

    市民・こども局こども本部こども支援部こども家庭課  電話０４４－２００－２６７４（日本語のみ）

言語 曜日 時間 

英語 第１、第３木曜日 ９：３０～１２：００ 

中国語 第１、第３火曜日 ９：３０～１２：００ 

タガログ語 第１、第３水曜日 １４：００～１６：３０

http://www.kian.or.jp/

